
浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

昭和六十年九月三十日
規則第六十八号

改正 平成　五年　三月三一日規則第三
〇号

平成　六年　九月三〇日規則第八
四号

平成　七年　九月二九日規則第七
二号

平成　九年　三月三一日規則第一
五号

平成一四年　三月二九日規則第四
三号

平成一五年　三月二五日規則第一
一号

平成一七年　三月　四日規則第八
号

平成一七年　三月二二日規則第二
七号

平成一七年一二月二〇日規則第一
二〇号

平成二〇年　三月二八日規則第三
四号

平成二四年　三月三〇日規則第二
二号

浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則をここに公布する。
浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則

（登録の申請）
第一条 浄化槽保守点検業者の登録に関する条例（昭和六十年愛知県条例第二十四号。以下
「条例」という。）第三条第一項の申請書の様式は、様式第一のとおりとする。
２　条例第三条第二項第三号のその他規則で定める書類は、次のとおりとする。
一　浄化槽管理士の浄化槽管理士免状の写し
二　事業計画の概要を記載した書類（様式第二）
三　営業所の平面図及びその付近の見取図
四　住民票の写し若しくはこれに代わる書面又は法人の登記事項証明書

一部改正〔平成一七年規則八号〕
（登録簿の様式）
第二条 条例第四条第一項の浄化槽保守点検業者登録簿の様式は、様式第三のとおりとす
る。
（登録簿の謄本の交付の請求）
第三条 条例第四条第三項の規定による浄化槽保守点検業者登録簿の謄本の交付の請求
は、浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書（様式第四）によりしなければならない。
（変更の届出）
第四条 条例第六条第一項の規定による届出は、浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書
（様式第五）によりしなければならない。
２　前項の浄化槽保守点検業者登録事項変更届出書には、次の各号に掲げる規定に掲げる事
項に変更があつた場合に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一　条例第三条第一項第一号　第一条第二項第四号に掲げる書類
二　条例第三条第一項第二号　第一条第二項第三号に掲げる書類及び法人にあつては、法
人の登記事項証明書
三　条例第三条第一項第三号　法人の登記事項証明書及び新たに役員となつた者について
は、その者が条例第五条第一項第一号から第五号までのいずれにも該当しない者であるこ
とを誓約する書類
四　条例第三条第一項第四号　第一条第二項第二号に掲げる書類
五　条例第三条第一項第五号　第一条第二項第一号及び第二号に掲げる書類

一部改正〔平成一七年規則八号〕
（廃業等の届出）
第五条 条例第七条の規定による届出は、浄化槽保守点検業者廃業等届出書（様式第六）に
よりしなければならない。
（器具）
第六条 条例第九条第二項の規則で定める器具は、別表のとおりとする。
（標識の掲示）
第七条 条例第十一条のその他規則で定める事項は、登録の年月日及び有効期限とする。
２　条例第十一条の標識の様式は、様式第七のとおりとする。
（帳簿の記載事項等）
第八条 条例第十二条の規則で定める事項は、次のとおりとする。
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一　浄化槽の保守点検の年月日
二　保守点検を行つた浄化槽の浄化槽管理者の氏名又は名称並びに当該浄化槽の設置場
所、処理対象人員及び処理方式
三　浄化槽の保守点検を行つた浄化槽管理士の氏名
四　浄化槽の保守点検の結果
２　条例第十二条の帳簿は、各事業年度の末日をもつて閉鎖し、閉鎖後三年間営業所ごとに保
存しなければならない。
３　浄化槽保守点検業者は、条例第十二条の帳簿を電磁的記録（電子的方式、磁気的方式そ
の他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機
による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。）をもつて作成する場合においては、当
該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は
磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録し
ておくことができる物（以下「磁気ディスク等」という。）をもつて調製する方法により作成しなけ
ればならない。
４　浄化槽保守点検業者は、条例第十二条の規定による帳簿の備付け及び保存を、当該帳簿
（電磁的記録をもつて作成するものを除く。）に記載されている事項をスキャナ（これに準ずる
画像読取装置を含む。）により読み取つてできた電磁的記録を当該浄化槽保守点検業者の
使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもつて調製するファイルに
より備え、これを保存する方法により行うことができる。
５　浄化槽保守点検業者は、条例第十二条の規定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録
をもつて作成する帳簿（前項の規定による当該帳簿の備付け及び保存を行う場合における同
項に規定するファイルを含む。次項において同じ。）により行う場合においては、必要に応じ当
該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式及び明瞭な状態で、当該浄化槽保
守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面に出力することがで
きるようにしなければならない。
６　二以上の営業所を有する浄化槽保守点検業者が、一の営業所において条例第十二条の規
定による帳簿の備付け及び保存を電磁的記録をもつて作成する帳簿により行うとともに、他
の営業所において、必要に応じ当該電磁的記録に記録された事項を、直ちに整然とした形式
及び明瞭な状態で、当該浄化槽保守点検業者の使用に係る電子計算機その他の機器に表
示し、及び書面に出力することができる措置を講じた場合においては、当該他の営業所にお
いて当該帳簿の備付け及び保存が行われたものとみなす。

一部改正〔平成一七年規則一二〇号〕
（身分証明書の様式）
第九条 条例第十四条第二項に規定する身分を示す証明書の様式は、様式第八のとおりとす
る。
（提出書類の部数及び経由）
第十条　次の各号に掲げる書類の提出部数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一　第一条第一項及び第四条第一項に規定する書類並びにこれに添付すべき書類並びに第
五条に規定する書類　正本一部及び副本一部
二　第三条に規定する浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付請求書　正本一部
２　第一条第一項及び第四条第一項に規定する書類は当該申請者又は届出者の主たる営業
区域を管轄する東三河総局又は県民事務所の長を、第五条に規定する書類は当該浄化槽
保守点検業者であつた者の主たる営業区域であつた区域を管轄する東三河総局又は県民事
務所の長を経由しなければならない。

一部改正〔平成六年規則八四号・七年七二号・一四年四三号・一五年一一号・二〇年
三四号・二四年二二号〕

附　則
（施行期日）
１　この規則は、昭和六十年十月一日から施行する。
（愛知県聴聞規則の一部改正）
２　愛知県聴聞規則（昭和二十七年愛知県規則第九号）の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
（愛知県事務委任規則の一部改正）
３　愛知県事務委任規則（昭和四十年愛知県規則第六十八号）の一部を次のように改正する。
（次のよう略）
附　則（平成五年三月三十一日規則第三十号）

１　この規則は、平成五年四月一日から施行する。
２　この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書等の用
紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附　則（平成六年九月三十日規則第八十四号抄）

（施行期日）
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１　この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附　則（平成七年九月二十九日規則第七十二号）

この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附　則（平成九年三月三十一日規則第十五号）

１　この規則は、平成九年四月一日から施行する。
２　この規則の施行の際現に改正前の各規則の規定に基づいて作成されている申請書その他
の用紙は、改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附　則（平成十四年三月二十九日規則第四十三号抄）

１　この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附　則（平成十五年三月二十五日規則第十一号）

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附　則（平成十七年三月四日規則第八号）

この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
附　則（平成十七年三月二十二日規則第二十七号）

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則の施行の際現に第三条、第五条、第六条、第八条、第十条及び第十一条の規定に
よる改正前の各規則の規定に基づいて作成されている届出書その他の用紙は、これらの規
定による改正後の各規則の規定にかかわらず、当分の間、使用することができる。
附　則（平成十七年十二月二十日規則第百二十号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成二十年三月二十八日規則第三十四号抄）

１　この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附　則（平成二十四年三月三十日規則第二十二号抄）

１　この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
別表（第六条関係）
マンホールふたあけ用具　スカム厚測定器具　汚泥厚測定器具　パイプ及びスロット掃除器
具　きよう雑物かき上げ用具　メスシリンダー　透視度計　温度計　水素イオン濃度指数測定
器具　溶存酸素計　残留塩素測定器具　塩素イオン濃度測定器具　亜硝酸性窒素測定器具　
テスター　水準器　グリースガン
様式第１（第１条関係）
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一部改正〔平成５年規則30号・15年11号〕
様式第２（第１条関係）
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一部改正〔平成５年規則30号・15年11号〕
様式第３（第２条関係）
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全部改正〔平成５年規則30号〕、一部改正〔平成15年規則11号〕
様式第４（第３条関係）
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一部改正〔平成５年規則30号・９年15号〕
様式第５（第４条関係）
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一部改正〔平成５年規則30号〕
様式第６（第５条関係）
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一部改正〔平成５年規則30号・17年27号〕
様式第７（第７条関係）
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様式第８（第９条関係）
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